
T O P I C S
市民課窓口へは混雑を避けてお越しください

問市民課　☎（082）420-0925

使
用
中
止
の
手
続
き

　
転
居
や
転
出
で
水
道
の
使
用
を

中
止
す
る
場
合
は
、
事
前
に
手
続

き
し
て
く
だ
さ
い
。
手
続
き
が
な

い
場
合
、
引
き
続
き
料
金
が
発
生

し
ま
す
。

申
電
子
申
請
ま
た
は
電
話

使
用
開
始
の
手
続
き

　
使
用
開
始
届
（
ハ
ガ
キ
）
を
入

り
口
ド
ア
ノ
ブ
に
く
く
り
つ
け
て

あ
る
か
、
ド
ア
ポ
ス
ト
や
郵
便
受

け
に
置
い
て
い
ま
す
。
必
要
事
項

を
記
入
し
て
、
郵
送
し
て
く
だ
さ

い
。
電
子
申
請
で
も
手
続
き
で
き

ま
す
。
電
話
で
は
手
続
き
で
き
ま

せ
ん
。

※�

使
用
開
始
届
（
ハ
ガ
キ
）
が
な

い
場
合
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

※�

下
水
道
に
接
続
し
て
い
る
場
合
、

水
道
の
中
止
・
開
始
の
手
続
き

を
行
う
こ
と
で
、
下
水
道
も
あ

わ
せ
て
手
続
き
さ
れ
ま
す
。

※
電
子
申
請
は
こ
ち
ら
か
ら

引っ越し時には水道の届出もお忘れなく
問東広島市上下水道お客さまセンター　☎（082）423-6333

市
民
課
窓
口
の
混
雑
緩
和
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

　
３
月
か
ら
４
月
は
、
引
越
し
を

す
る
人
が
多
く
、
窓
口
が
大
変
込

み
合
い
ま
す
。
混
雑
状
況
に
よ
っ

て
は
手
続
き
が
終
わ
る
ま
で
２
時

間
以
上
お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
混
雑
が
予
想
さ
れ
る

日
を
避
け
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

混
雑
を
避
け
る
た
め
に

〇�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
あ
れ

ば
、
コ
ン
ビ
ニ
で
住
民
票
な
ど

を
発
行
で
き
ま
す

〇�

日
曜
日
、
木
曜
日
夜
間
の
受
付

も
ご
利
用
く
だ
さ
い

市
民
課
窓
口
へ
は
混
雑
を
避
け
て

お
越
し
く
だ
さ
い

　
転
入
や
転
居
と
同
時
に
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
住
所
変
更
手

続
き
や
、
住
民
票
の
発
行
な
ど
を

行
う
と
、
受
付
か
ら
完
了
ま
で
、

１
～
２
時
間
か
か
り
ま
す
。
ま
た
、

国
民
健
康
保
険
な
ど
の
手
続
き
な

ど
が
あ
る
と
、
さ
ら
に
長
い
時
間

か
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

市
民
課
と
国
保
年
金
課
で
は
、

窓
口
の
待
ち
人
数
や
「
呼
び
だ
し

番
号
」
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
確

認
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
オ
ン
ラ
イ

ン
で
転
出
届
を
提
出
で
き
ま
す

　
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
オ
ン
ラ

イ
ン
転
出
届
の
提
出
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用

し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
す
る
こ
と

で
、
転
出
届
時
に
市
役
所
の
窓
口

へ
行
く
必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。

　
自
身
の
引
っ
越
し
だ
け
で
な
く
、

同
じ
世
帯
の
人
の
引
っ
越
し
で
も

利
用
で
き
ま
す
。

※�

転
入
先
市
区
町
村
の
窓
口
で
転
入

届
な
ど
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

※�

海
外
へ
引
っ
越
し
を
す
る
人
は

利
用
で
き
ま
せ
ん
。

※�

詳
し
く
は
、
デ
ジ

タ
ル
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

※�

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

へ
は
こ
ち
ら
か
ら

〇
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・�
電
子
証
明
書
が
有
効
な
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド

・�

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
に
ア
ク
セ
ス

す
る
端
末
（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、

パ
ソ
コ
ン
）

◆３月12日・26日、４月２日・９日の日曜日の
　８：30～12：30は、市民課の受付を行っています。
★�毎週木曜日は、受付時間を延長し、
　19:00まで受付を行っています。
★�木曜日夜間、日曜日の受付業務は
　市ホームページをご覧ください。
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T O P I C S
４月９日㈰　広島県議会議員一般選挙

問選挙管理委員会事務局　☎（082）420-0968

移
転
前
の
住
所
地
で
投
票
が
で
き
ま

す
。
投
票
（
期
日
前
投
票
含
む
）
ま

た
は
不
在
者
投
票
の
請
求
に
は
、「
引

き
続
き
県
内
に
住
所
を
有
す
る
旨
の

証
明
書
」
の
提
示
な
ど
が
必
要
で
す
。

※�

３
月
14
日
以
降
に
市
内
転
居
の
届
出

を
し
た
人
は
、
前
住
所
地
の
投
票
所

で
投
票
で
き
ま
す
。

※�

県
外
へ
転
出
し
た
人
は
投
票
で
き
ま

せ
ん
。

期
日
前
投
票

対�

何
ら
か
の
用
務
の
た
め
、
投
票
日
当

日
に
投
票
で
き
な
い
人

不
在
者
投
票

　
不
在
者
投
票
は
、
投
票
日
の
19
時
ま

で
に
投
票
所
に
届
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

手
続
き
は
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

期
間
／
４
月
１
日
㈯
～
８
日
㈯

身
体
の
不
自
由
な
人

対�

身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
戦
傷
病
者

手
帳
を
交
付
さ
れ
て
い
る
人
で
一
定

の
障
害
に
該
当
す
る
人
、
介
護
保
険

制
度
の
要
介
護
５
の
認
定
を
受
け
て

い
る
人

方
法
／
郵
便
な
ど
の
不
在
者
投
票

※�

あ
ら
か
じ
め
選
挙
管
理
委
員
会
が
交

付
し
た
「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」
の

提
示
が
必
要
で
す
。

入
院
ま
た
は
入
所
中
の
人

対�

都
道
府
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
不
在

者
投
票
施
設
と
し
て
指
定
し
た
病
院

や
施
設
に
入
院
・
入
所
中
の
人

方
法
／
病
院
・
施
設
で
の
投
票

　
病
院
や
施
設
の
職
員
に
申
し
出
て
く

だ
さ
い
。
該
当
施
設
は
市

や
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
ま
す
。

市
外
に
滞
在
中
の
人
（
滞
在
地
の
選
挙

管
理
委
員
会
で
の
投
票
）

対
出
張
な
ど
で
市
外
に
滞
在
中
の
人

方�

法
／
滞
在
地
の
選
挙
管
理
委
員
会
で

不
在
者
投
票

※�

手
続
き
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

選
挙
公
報

　

新
聞
折
り
込
み
や
市
役
所
、
各
支

所
・
出
張
所
、
図
書
館
、
地
域
セ
ン

タ
ー
で
配
布
し
ま
す
。
郵
送
を
希
望
す

る
人
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
ま
た
は
各

支
所
地
域
振
興
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
県
選
挙
管
理
委
員
会

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲

載
し
ま
す
。

開
票

日
４
月
９
日
㈰�

20
時
15
分
か
ら

場
東
広
島
運
動
公
園
体
育
館

※�

投
票
結
果
、
開
票
速
報
、
開
票
結
果

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
ま
す
。

投
票

持
投
票
所
入
場
券

　

入
場
券
は
告
示
日
（
３
月
31
日
㈮
）

ま
で
に
届
く
よ
う
発
送
し
ま
す
。

日
４
月
９
日
㈰�

７
時
～
19
時

　
投
票
終
了
時
刻
は
19
時
で
す
。
間
違

え
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

投
票
で
き
る
人

①
平
成
17
年
４
月
10
日
以
前
の
出
生
者

②�

令
和
４
年
12
月
30
日
ま
で
に
本
市
に

住
民
登
録
・
転
入
届
出
を
し
て
、
令

和
５
年
３
月
30
日
（
登
録
基
準
日
）

現
在
ま
で
引
き
続
き
本
市
に
居
住
し

て
い
る
人

※�

令
和
４
年
12
月
31
日
以
降
に
県
内
か

ら
転
入
し
た
人
は
、
移
転
前
の
住
所

地
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
が
あ
れ
ば
、

投票区 旧 新

西条４ 三ツ城小学校 東広島商工会議所会館

西条14 寺西小学校 寺西保育所

八本松２ 川上中部保育所 下組集会所

八本松３ 川上東部保育所 旧川上東部保育所
（場所の変更はなし）

場所 開設期間 ･時間
市役所本庁、

各支所・出張所
４月１日㈯～８日㈯
８：30～20：00

フジグラン東広島
本館１階

ときめき広場

４月１日㈯～８日㈯
10：00～20：00

投票所の変更

期日前投票所と開設期間・時間

郵便投票ができる人の範囲
障害名など 障害などの程度

身体障害者
手帳

両下肢・体幹・移動機能 １級または２級
心臓・腎臓・呼吸器・
ぼうこう・直腸・小腸 １級または３級
免疫・肝臓 １級から３級まで

戦傷病者
手帳

両下肢、体幹 特別項症から
第２項症まで

心臓・腎臓・呼吸器・
ぼうこう・直腸・
小腸・肝臓

特別項症から
第３項症まで

介護保険
被保険者証 要介護状態区分が「要介護５」
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T O P I C S

　
市
街
化
調
整
区
域
内
の
空
家
住

宅
に
つ
い
て
、
賃
貸
住
宅
や
店
舗

併
用
住
宅
な
ど
に
利
活
用
で
き
る

よ
う
、
規
制
を
一
部
緩
和
し
ま
し

た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
空
家
住
宅

　
消
防
団
は
、
災
害
か
ら
地
域
住

民
の
生
命
・
身
体
・
財
産
を
守
る

た
め
、
地
域
防
災
の
中
核
と
し
て

大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

よ
り
一
層
の
災
害
対
応
力
を
強
化

す
る
た
め
、
組
織
機
構
改
革
を
行

い
、
４
月
１
日
か
ら
運
用
し
ま
す
。

組
織
機
構
改
革
の
概
要

１ 

女
性
方
面
隊
の
創
設

　
女
性
団
員
で
構
成
す
る
女
性
方

面
隊
を
創
設
し
ま
す
。
幼
稚
園
や

事
業
所
な
ど
の
地
域
と
の
連
携
を

強
化
し
、「
自
助
・
共
助
」
の
意

識
の
醸
成
を
図
り
ま
す
。

２ 

機
能
別
団
員
の
導
入

①
活
動
支
援
グ
ル
ー
プ

�

各
地
域
の
方
面
隊
や
分
団
の
活

動
を
支
援
し
ま
す
。

内�
災
害
対
応
（
消
火
活
動
・
水
防

活
動
）、
機
械
器
具
取
扱
訓
練

な
ど

の
有
効
活
用
や
移
住
定
住
を
推
進

し
ま
す
。

　
市
街
化
調
整
区
域
は
西
条
、
八

本
松
、
志
和
、
高
屋
、
黒
瀬
の
各

地
域
の
一
部
で
す
。

②�

普
及
・
啓
発
グ
ル
ー
プ

�

女
性
方
面
隊
の
活
動
を
支
援
し
、

消
防
や
防
災
意
識
の
高
揚
を
図
り

ま
す
。

内�

応
急
手
当
指
導
、
火
災
予
防
イ

ベ
ン
ト
の
企
画
な
ど

③
学
生
グ
ル
ー
プ

　
学
生
団
員
で
構
成
さ
れ
、
主
に

大
学
で
の
防
火
防
災
指
導
や
イ
ベ

ン
ト
な
ど
で
の
普
及
啓
発
活
動
を

行
い
ま
す
。

内�

火
災
予
防
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
、

防
災
訓
練
な
ど

消
防
団
員
募
集

　
４
月
１
日
か
ら
新
た
な
組
織
と

し
て
ス
タ
ー
ト
す
る
市
消
防
団
で
、

自
身
の
ス
タ
イ
ル
に
合
わ
せ
て
、

地
域
の
た
め
に
活
動
し
ま
せ
ん
か
。

対�

本
市
に
在
住
ま
た
は
通
勤
・
通

学
し
て
い
る
18
歳
以
上
の
健
康

な
人

※
職
業
・
性
別
は
問
い
ま
せ
ん
。

年
額
報
酬

基
本
団
員
（
機
能
別
団
員
以

外
）
／
３
６
，
５
０
０
円
（
階

級
に
応
じ
増
額
）

　
機
能
別
団
員
／
１
２
，
０
０
０
円

福�

利
厚
生

公
務
災
害
補
償
制
度
、
互
助
会

制
度
、
退
職
報
償
金
制
度
、
活

動
服
の
貸
与
な
ど

空家住宅の規制を緩和しました
問開発指導課　☎（082）420-0959

消防団の組織機構改革 ～４月１日、女性方面隊を創設し、機能別団員を導入します～
問消防総務課　☎（082）422-6062

制度のイメージ図

建物所有者（個人住宅）と移住者のニーズに柔軟に対応

空き家所有者

今まで 今後

手放したくないが賃貸して有効に活用し
たい。（空家のままでは管理に困る・・・）

移住者移住者

田舎でゆとりある家に住んでみたい。
古民家に住んでカフェをしたい ！
田舎でゆとりある家に住んでみたい。
古民家に住んでカフェをしたい ！

・空家を貸す・借りることができない

・空家を飲食店や事務所として
 使うことができない

新基準で
許可を
受けて
用途変更

・空家住宅の賃貸が可能に ！

・空家住宅に飲食店などを併設すること
 が可能に ！   （延床面積２分の１以上が住宅
 であること、少なくとも幅4ｍ以上の道路に
 面していることが必要）賃貸できません。

調整区域
　 なので･･･ 広々とした家に

賃貸で住めて
　嬉しい！

大切な持家なのに、
なぜ借家にしては
　 いけないの？

既存ストックを
　有効利用
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